
平
成
二
十
年
法
務
省
令
第
三
十
六
号

地
方
更
生
保
護
委
員
会
事
務
局
組
織
規
則

更
生
保
護
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二

十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
方
更
生
保
護
委
員
会

事
務
局
組
織
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
事
務
局
次
長
）

第
一
条
　
関
東
地
方
更
生
保
護
委
員
会
事
務
局
及
び
近
畿

地
方
更
生
保
護
委
員
会
事
務
局
に
、
そ
れ
ぞ
れ
事
務
局

次
長
一
人
を
置
く
。

２
　
事
務
局
次
長
は
、
事
務
局
長
を
助
け
、
事
務
局
の
事

務
を
整
理
す
る
。

（
地
方
更
生
保
護
委
員
会
事
務
局
に
置
く
課
等
）

第
二
条
　
地
方
更
生
保
護
委
員
会
事
務
局
に
、
次
に
掲
げ

る
課
を
置
く
。

総
務
課

会
計
課
（
関
東
地
方
更
生
保
護
委
員
会
及
び
近
畿
地

方
更
生
保
護
委
員
会
に
限
る
。
）

２
　
前
項
に
掲
げ
る
課
の
ほ
か
、
関
東
地
方
更
生
保
護
委

員
会
事
務
局
及
び
近
畿
地
方
更
生
保
護
委
員
会
事
務
局

に
そ
れ
ぞ
れ
更
生
保
護
管
理
官
一
人
、
調
整
指
導
官
二

人
、
指
導
監
査
官
一
人
及
び
首
席
審
査
官
一
人
を
、
中

部
地
方
更
生
保
護
委
員
会
事
務
局
に
更
生
保
護
管
理
官

一
人
、
調
整
指
導
官
二
人
及
び
指
導
監
査
官
一
人
を
、

九
州
地
方
更
生
保
護
委
員
会
事
務
局
に
更
生
保
護
管
理

官
一
人
、
調
整
指
導
官
一
人
及
び
指
導
監
査
官
一
人

を
、
そ
の
他
の
地
方
更
生
保
護
委
員
会
事
務
局
に
そ
れ

ぞ
れ
更
生
保
護
管
理
官
一
人
及
び
調
整
指
導
官
一
人
を

置
く
。

（
総
務
課
の
所
掌
事
務
）

第
三
条
　
総
務
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
（
関
東
地
方
更

生
保
護
委
員
会
事
務
局
及
び
近
畿
地
方
更
生
保
護
委
員

会
事
務
局
に
お
い
て
は
、
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ

る
も
の
を
、
中
部
地
方
更
生
保
護
委
員
会
事
務
局
及
び

九
州
地
方
更
生
保
護
委
員
会
事
務
局
に
お
い
て
は
第
六

号
に
掲
げ
る
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
除
く
。
）
を
つ
か
さ
ど

る
。

一
　
事
務
局
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
総
合
調
整
に
関
す

る
こ
と
。

二
　
公
印
の
保
管
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
公
文
書
類
の
接
受
、
発
送
、
編
集
及
び
保
存
に
関

す
る
こ
と
。

四
　
人
事
に
関
す
る
こ
と
（
指
導
監
査
官
の
所
掌
に
属

す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

五
　
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

六
　
保
護
観
察
所
の
事
務
（
保
護
観
察
所
組
織
規
則

（
平
成
十
九
年
法
務
省
令
第
二
十
二
号
）
第
三
条
第

一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
、
第
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で

及
び
第
十
二
号
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
監
督

に
関
す
る
こ
と
。

七
　
地
方
更
生
保
護
委
員
会
の
議
事
に
関
す
る
こ
と
。

八
　
保
護
司
の
設
置
区
域
及
び
組
織
に
関
す
る
こ
と
。

九
　
保
護
司
の
委
嘱
、
解
嘱
及
び
監
督
の
事
務
に
関
す

る
こ
と
。

十
　
保
護
司
、
保
護
司
会
、
保
護
司
会
連
合
会
並
び
に

更
生
保
護
事
業
法
（
平
成
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）

に
定
め
る
認
可
事
業
者
及
び
届
出
事
業
者
並
び
に
そ

の
役
職
員
の
表
彰
に
関
す
る
こ
と
。

十
一
　
更
生
保
護
に
つ
い
て
の
広
報
に
関
す
る
こ
と
。

十
二
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
地
方
更
生
保

護
委
員
会
事
務
局
の
所
掌
事
務
で
他
の
所
掌
に
属
し

な
い
も
の
に
関
す
る
こ
と
（
関
東
地
方
更
生
保
護
委

員
会
事
務
局
及
び
近
畿
地
方
更
生
保
護
委
員
会
事
務

局
以
外
の
地
方
更
生
保
護
委
員
会
事
務
局
の
総
務
課

に
お
い
て
は
、
第
五
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務
を
除

く
。
）
。

（
会
計
課
の
所
掌
事
務
）

第
三
条
の
二
　
会
計
課
は
、
前
条
第
五
号
に
掲
げ
る
事
務

を
つ
か
さ
ど
る
。

（
更
生
保
護
管
理
官
の
職
務
）

第
四
条
　
更
生
保
護
管
理
官
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
（
関

東
地
方
更
生
保
護
委
員
会
事
務
局
、
中
部
地
方
更
生
保

護
委
員
会
事
務
局
、
近
畿
地
方
更
生
保
護
委
員
会
事
務

局
及
び
九
州
地
方
更
生
保
護
委
員
会
事
務
局
に
お
い
て

は
、
第
一
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
き
、
第

六
号
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
は
更
生
保
護
事
業
に
関

す
る
こ
と
に
限
る
。
）
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
　
保
護
観
察
所
の
事
務
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
（
総

務
課
及
び
調
整
指
導
官
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除

く
。
）
。

二
　
保
護
司
の
研
修
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
更
生
保
護
事
業
の
助
長
及
び
監
督
に
関
す
る
こ

と
。

四
　
更
生
保
護
に
関
す
る
各
種
団
体
と
の
連
絡
調
整
に

関
す
る
こ
と
。

五
　
更
生
保
護
に
関
す
る
重
要
な
調
査
、
研
究
及
び
企

画
を
行
う
こ
と
。

六
　
更
生
保
護
に
関
す
る
資
料
の
収
集
及
び
統
計
に
関

す
る
こ
と
。

（
調
整
指
導
官
の
職
務
）

第
四
条
の
二
　
調
整
指
導
官
は
、
刑
事
施
設
又
は
少
年
院

に
収
容
さ
れ
て
い
る
者
に
対
す
る
生
活
環
境
の
調
整
に

関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
指
導
監
査
官
の
職
務
）

第
四
条
の
三
　
指
導
監
査
官
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ

か
さ
ど
る
。

一
　
保
護
観
察
所
の
事
務
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
（
調

整
指
導
官
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

二
　
職
員
の
研
修
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
第
四
条
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
事
務
に
関

す
る
こ
と
（
同
号
に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て
は
更
生

保
護
管
理
官
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

（
首
席
審
査
官
の
職
務
）

第
五
条
　
首
席
審
査
官
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ

ど
る
。

一
　
仮
釈
放
を
許
し
、
又
は
そ
の
処
分
を
取
り
消
す
処

分
に
関
す
る
こ
と
（
調
整
指
導
官
の
所
掌
に
属
す
る

も
の
を
除
く
。
）
。

二
　
仮
出
場
を
許
す
処
分
に
関
す
る
こ
と
。

三
　
少
年
院
か
ら
の
仮
退
院
を
許
し
、
又
は
退
院
を
許

す
処
分
に
関
す
る
こ
と
（
調
整
指
導
官
の
所
掌
に
属

す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

四
　
少
年
院
か
ら
仮
退
院
中
の
者
に
つ
い
て
の
少
年
院

に
戻
し
て
収
容
す
る
旨
の
決
定
の
申
請
又
は
仮
退
院

を
許
す
処
分
を
取
り
消
す
処
分
に
関
す
る
こ
と
。

五
　
仮
釈
放
中
の
者
の
保
護
観
察
の
停
止
に
関
す
る
こ

と
。

六
　
少
年
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
六
十
八
号
）

第
五
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
言

い
渡
さ
れ
た
刑
の
執
行
を
受
け
終
わ
っ
た
も
の
と
す

る
処
分
に
関
す
る
こ
と
。

七
　
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
二
十

七
条
の
三
第
一
項
又
は
薬
物
使
用
等
の
罪
を
犯
し
た

者
に
対
す
る
刑
の
一
部
の
執
行
猶
予
に
関
す
る
法
律

（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
五
十
号
）
第
四
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
保
護
観
察
に
付
す
る
旨
の
言
渡
し
を

受
け
た
者
（
以
下
「
保
護
観
察
付
一
部
猶
予
者
」
と

い
う
。
）
及
び
少
年
法
第
六
十
四
条
第
一
項
第
二
号

の
保
護
処
分
に
付
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
同
法

第
六
十
六
条
第
一
項
の
決
定
に
よ
り
少
年
院
に
収
容

さ
れ
て
い
る
も
の
（
次
号
に
お
い
て
「
収
容
中
の
特

定
保
護
観
察
処
分
少
年
」
と
い
う
。
）
の
住
居
を
特

定
し
、
又
は
そ
の
処
分
を
取
り
消
す
処
分
に
関
す
る

こ
と
（
調
整
指
導
官
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除

く
。
）
。

八
　
収
容
中
の
特
定
保
護
観
察
処
分
少
年
、
少
年
院
か

ら
の
仮
退
院
を
許
さ
れ
た
者
、
仮
釈
放
を
許
さ
れ
た

者
又
は
保
護
観
察
付
一
部
猶
予
者
に
つ
い
て
す
る
特

別
遵
守
事
項
の
設
定
、
変
更
及
び
取
消
し
に
関
す
る

こ
と
。

九
　
前
各
号
の
処
分
の
執
行
に
関
す
る
こ
と
。

（
統
括
審
査
官
）

第
六
条
　
地
方
更
生
保
護
委
員
会
事
務
局
を
通
じ
て
統
括

審
査
官
二
十
四
人
以
内
を
置
く
。

２
　
統
括
審
査
官
の
配
置
は
、
法
務
大
臣
が
定
め
る
。

３
　
統
括
審
査
官
は
、
命
を
受
け
て
、
前
条
各
号
に
掲
げ

る
事
務
の
う
ち
事
務
局
長
の
指
定
す
る
事
務
を
統
括
す

る
。

（
九
州
地
方
更
生
保
護
委
員
会
事
務
局
の
特
例
）

第
七
条
　
九
州
地
方
更
生
保
護
委
員
会
事
務
局
の
所
掌
事

務
の
一
部
を
分
掌
さ
せ
る
た
め
、
分
室
を
那
覇
市
に
置

く
。

（
他
の
課
等
の
所
掌
事
務
の
処
理
）

第
八
条
　
事
務
局
長
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
一

の
課
等
に
属
す
る
事
務
を
他
の
課
等
に
お
い
て
処
理
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
雑
則
）

第
九
条
　
こ
の
省
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
事
務
分
掌

そ
の
他
組
織
の
細
目
は
、
事
務
局
長
が
法
務
大
臣
の
承

認
を
受
け
て
定
め
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
更
生
保
護
法
の
施
行
の
日
（
平

成
二
十
年
六
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
職
員
の
身
分
引
継
ぎ
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
従
前
の
地
方
更
生

保
護
委
員
会
事
務
局
の
職
員
で
あ
る
者
は
、
別
に
辞
令

を
発
せ
ら
れ
な
い
限
り
、
同
一
の
勤
務
条
件
を
も
っ

て
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
の
地
方
更
生
保
護
委
員
会
事

務
局
の
相
当
の
職
員
と
な
る
も
の
と
す
る
。

（
地
方
更
生
保
護
委
員
会
事
務
局
組
織
規
則
の
廃
止
）

第
三
条
　
地
方
更
生
保
護
委
員
会
事
務
局
組
織
規
則
（
平

成
十
九
年
法
務
省
令
第
二
十
一
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
三
月
三
一
日
法
務
省
令

第
一
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
八
年
三
月
三
一
日
法
務
省
令

第
二
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。
た
だ
し
、
第
四
条
第
一
号
の
改
正
規
定
、
第
五

条
中
第
十
号
を
第
十
一
号
と
す
る
改
正
規
定
、
同
条
第

九
号
の
改
正
規
定
及
び
同
号
を
同
条
第
十
号
と
し
、
同

条
第
八
号
の
次
に
一
号
を
加
え
る
改
正
規
定
は
、
刑
法

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第

四
十
九
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
三
月
三
一
日
法
務
省
令

第
一
三
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。
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附
　
則
　
（
平
成
三
一
年
三
月
二
九
日
法
務
省
令

第
二
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
令
和
二
年
三
月
三
〇
日
法
務
省
令
第

一
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
三
月
三
一
日
法
務
省
令
第

二
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
三
月
二
五
日
法
務
省
令
第

一
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
三
月
三
〇
日
法
務
省
令
第

一
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
八
月
二
二
日
法
務
省
令
第

三
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
令
和
四
年
法
律
第
六
十
七
号
）
附
則
第
一
項
第
二
号

に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
五
年
十
二
月
一

日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
三
月
二
二
日
法
務
省
令
第

一
〇
号
）

こ
の
省
令
は
、
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支

援
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
六
年
四
月
一

日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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